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平成21年 2月 25日

愛知県知事 神  田  真  秋  殿

経理適正化外部委員会

委員長 山  田■轄 典

委 員  前  川  三 喜男

委 員  村 松 豊  久

経連適正化に関ずる意見

平成26年 5月の会計検査院の検査に輔を発した愛知果の不適正な経

理処理の問題たついて、貴絶は、金庁義査|こよる徹底売な能明|とよう、「臓
‐

を出していきたい」との強い決意を示され、平成?0年 1′0月 20日 に
イ

 `・｀
     理 通正イ̀推進チーム」がキち上げらは、西村長副知事を座長、とする 「経|

れましたと|   |‐            ■

そしてt調 査を進める過程で、再発防止に取り組んでいくためにはt

第二宕的な機関からの提案、助言が必要であると理解され、私どもが要

請を受けt rl。月31日 には 「経理1適正化外部委員会」として発足した

ところでありますると      ″

この凄請を受fするに当たリミ貴職の不退転の決意が伝えられ、県の取

組の姿勢がなみなみならぬものであると感じ、私どもがこの委員として‐

果たす役割は、弁護士、公隷会計士という苺P白的な立場からの助言や提

言が求められることは当然のことながら、何よりも県民の目線、県民の

視点からの意見が重要であり、それが期待されているとの認識を持ちつ

つ、 1、7国を数える会合を重ねてまいりました。



Ⅲこ?間、
ヤ
卓事11ご対!|′ては、1讐々4意見1述ぺ十きたととつをぁッ、・―例を挙fデると、平成「13年 度、Hィ

午庫
に
7い てゃ
、証1拠書類が騨|っ

てい
′
る部署があれば調査対象とすべきであること、また、公金の執行に

・
当たっては荷ょりも適正手続あf主要であ_ることt県 の監李件詢を夕、書`あ!
専F,本
午響
えFキリ強す峰すが:きであること■など数 め々提書をさせてい

ただきヽました古    `…           .  1 '    !

,こうt/た堤音に対し、県fま曳摯に対応され、私ども外部委員にとつて
ギ
|1申得のいく評青青秦ぞ車ツまとめられたものど考ぇてしヽます。  |

1点爵皇―旨基殆富選寮景雇と岳零置軍鋪繁あ呂吾i書宮予曇:督予ヨ病皆
″ヽか県の報告舎実に収録tお 競されることで、経理適正化外部委員会の設
i善あ趣喜が宗されれば大変意義深

′
↓`ととたとをじます。   |

|ポ岩言整額|:進掛督景督詈国と墨尋録旨:埜古||え11子FT早!
1 今 回の不適正経理のFF8題は、県にliうて大変に干ネルギ

ーのいる作業

で1まありました力す、これを、まさに千載上輝々チャンス下あると前申き
に提ぇ十Tい 牟ギきヽ

「妻知県再生の申
土歩」とし、三度とこのような事業

々緑Ψ婆す手|←?な いよラ
・
、
・
愛知卓が県民福柾の向上あために職員下丸

となって通進していく姿を県民の二員として期待してゃみま遥ん。

‐
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① 経理適正化に関する主な意見について    十

17回 にわたる経理道正化外部委員会の中で、県に対して述べた主

!な旨見は次のとおりであると…

県では、これらの意見をもとに、

たものと受け上あている。

改善 ,再発防止策の策定に当たっ

調査方法について       1

・県は、平成 13″年度及び 14年 度についても、証拠書類が存在する場

合には納入業者の元帳との突合がW能 であることから、調査対象とす
_    、                                |           、        1                   !   |

べきである。

ド県は、全庁調査を実揮する際には、物品納入業者の協力が得られずt

r業者の元帳との突合ができない場合でも、当時の担当職員への聞き取

り調査を行い、確認を行う必要があるど       す

■県は、金庁調査について、膨大な曇の調査を短期間で行わなければな

らないが、全庁をあげてやり遂げる必要があるも '

・県は、全庁調査の段階で預け金の存在が半U明した場合に、は、早期に預

′け金を解消すべきであるP

Ⅲ                ! ヽ    _                 イ

                  l

・2 調 査結果について                i

t  々十県の全庁調
1査結果につぃては、

卓
全面捲かつ詳細な公表が必要で、会

計検査院の検査との比較も含めて公表すべきである名

‐
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地方練蘭調査について

'外部奏員会が功書を行う、ためたは1不適正な経車処理が行われた県立

高校の現地調査を行し
や
ヽ 実情を把握することが必要であるト

1外部委昂会あ現地調基においてiま地方儀関から、木適IE客経理処理

1にまちで購入した物品についてtl業務との関連性、必要とがあるとの

説明を受けた。今後の再発防止に向けてはく必要4予算の歌当そし|

1 上で、1適正手続峰本うて難八することが必要である。   ド

、日県においては、今後め公金の執行に当たって、適正手続が何よりも必

要であリギ職貫は、必要な予算は税金によって賄われているという公

金意識を常に保持することが大切である。

・!貞たぉぃでは1会計検査健あ検査とれ方占治法所定め監基とあ続を連

すめていくととがtF今後の再発防止につながっていくと考えると

4'原 因分析及ぴ再発防止策について     ,

・県におけるコスト意識、コンプライアンス、内部統制についてはt必

ずしも十分でノあったとは言えず、1民間の優れた部分は県も学ぶ必要が

あ
や
る。i    ‐

・県は、企業における内部統制の考え方を取り入れるべきである。

卜県の職員い、予算があるから物品を購入するというのではなく、本当

に購入が必要かどうかを再考する必要がある。     )

1真が地方機歯|↓こ品ける物品調達体荊を拠点化することは大きな見直し

であるがt現行と見
1恒
し後をきちんと対比し、その効果を明らかにす

ることが必要である。  'A  …   1     …

″ ｀
   1   ■     - 4 i         、  ヽ   … Ⅲ



_丁県は、監査ホ幕Jあ熟化が必妄者、
'徒
来の藍査に抗ぇを、監査の専甲表

ド(公認会計上等)と連携した監査の実施についても検討すべきである。

.・県ヤよ 今後、改善・再舞防止秦が徹底されているかを統括して確認す
'     「

               !     ｀

する仕組みについても検討すべきであるど`
・
・県は1国産補助制度の改善要望たついて、他県と協議してぜひ実施さ

れたい。

、5 ,不適走な経連処理に係る職宣あ鬼券及び職貞か'らの遅遠金にうttて
'県は、職員の処分について、他県の比戯など総合的な判断の上に立っ

た1適 正t妥 当な方針、内容とすることが必要である。   i

・県'ま 職員の処分や返還金を検討すゃ際には、不迪正な経理処理ほ(

1個人的な問題もあるが、長期、多岐にわたるため、組織的な責任とい

う観点が重要である。

'県は、職員に返還を求める際にはtl返還対象年度、国庫補助の返還に

係る加纂金、返還までの利息相当額などなどうするか、十分に慎重な

検討が必要である。1,'                  や
｀

・県は、職員からの返還金の対象を検討する際には、国庫補助の返還に

係る加算金が法定事項であり、不適正な経理処理があれば返還が必要

となるものであることから、ブ高利率ではあるが、全額を職長がら県ヘ

の返還金に含めることが必要である。

■県ヤま、輸員からの返還金の対象を検討する際には、職員の時間外勤務

手当分についても不適正な経理処理に起廊ずるものであることを踏!'

まえ、県民にとってわかりやすく納得性の高い対応をする必要がある。

口5‐    ‐   ヤ



十ti呉はt描鼻から|あ遠卓金あ舟豪から縦除する額を考えるに当たっては、,

①客樹性、②必要」l■t③ 有用と、④予算措置可能性のはか'こ.県独自

! の視点として 「⑤競争性」を加えた5つの豪件で判断すべきである。
イ

十1県志 茅貞れ あ追違だぉぃょ ～朗議つ擦琴卓
■般弗の返遠賂

者の範囲とそ
イめ返埠額をどぅするかにういて、!′十分に慎重な検討を行

うべきであるさ

 ` f      r6"



0経 理適土化外部委員会の競催状況にうt、そ     i

平成20年 10月31白から平成2ゴ年2月25日まで17国にわ
たり経理適正化外部委員会を開催し(そ の概要は下記の|ゃ り・でわる。

区分 開催 日
`

主な内容

第 1 回 平成 20年 10、月 31日 (金)

t午前10時～午前11時10か
・

<議事堂1憎ラウンプ>

・経騨響耳化外部委員会た,いて
・委員長選出
`委員会の選営について
'不
遵正経騨事案の概要について
f不適正な経堅の調査方法にっいて
'今後のスケジュールについて

r第2ロ 平成2o気if炉1'日(水)′
′
午後 3時～午後4時   t′
′1前川委員

<人 事担当局長応撲鐘>

平"20年 11月′J3占 Ⅲ(木) |｀

年後4時■年後 8時
V山口委員長PI村松委員

<山 凶端典法律事務所>

1控理適正化外部委員会の地方機関調査にわいて

第 3 回 平成 20年 11月 20日 (木)

年前 10時～午前 11時

前川委員

i ′ く 人事担当局長応懐室>!

平成 20年 11月 21日 (金)  1
、年前 11時～正午

中胸委員長ギ村松委員

<山田靖典法律事務所>

「不適正を経製処理に係る調査」の進拶状帆につ

V てゝ              ｀

第4回 平成 20年 11月 28日 (金)

年前 10時γ正午

_  | <人 事課分室>

B経理通正化外部委員会の地方機関調査にっぃて

)第5回 平成 20年 12月 3日 〈水)

午前 9時～午後 5時

い地方機関調査   |

【豊口加浅農林水産事務F7r、新城設楽建設事務所〕

第 6 回 平成 20年 1メ月 13日 (上)

午後 5時～午後 6時     _″

前川委員

く会計管理者圭>

平成 2o年 よ2月 14日 (口′)
十
年後1時～午後2蒔i   !

山田委員長、村松委員

<山 田靖典法律事務所>

不適正な経撃処理に係る全庁調査の結果につい

て (平成 19年度分)

口
7 ‐
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区分
ヽ

開催日 主な内容

第7可 平成 20年 12月)16由 (火)

午報!呼挫盆念彗緊畠醤軽量主
経理適正化対策本部について

不適=な 海理処理に係る全庁調査の結果につい

羅灘':縄茎視室 ~|
｀
弟8回 平成2p宇121月25日(木)

午前 10時～正午   l  i

<議 寧当 1階ラウンジ>

1経理道正化に向けた改善策、再発防止策につい

て       t           ‐

,平成14年度分券評?騨敬VIにつぃて|
i経理適正イヒ外部委員会の県立高校調査について

平成'1年1月8白 (`木友
午後1時 ■3時 30分

・県立高液調査 ‐

【南陽高校】    ,   ′
｀
(小牧高校、海翔高稜校長同席)

第 1 0 回 平成 21年 1月 15日 (木)

年前 10_時れIE年    |

|■   <出 総事務局会議重>

・地方機関における物品調達体制の拠点化方式に
ついて     、            「

第 1 1 回 平成 211年1月_22日 (本)  、

、午後 I時 30分宇午後 3時 30分
・

<出 納事務局会綴量>

i地方機関における物品掬連体制の拠点化方式に

つ いて

第 1 2 田 平成21年1月 26日
′
(月)i″

年前10時～症年   十
1.く出納事務局会議室>

li不準再経騨
'こ
甲す
る改善 i甲尭町1策

について

_郷1 3回 平成21ャ2月七日
A(本
)

i年前 lo時｀二年     !

<出 納事務局会議室>

赤適五な経翠処理に関する金庁調牽報告害 (薬)
について  ｀

|        )  1

第 1 4 回 平成、を1年2カⅢ4日(土)|
午後 1時 30分～年後 3時 30分

ご
‐
   <蝕 納事務局会議室>

不適正な経壌処理に係る全庁調査の結果 (策)

について         |       _
i

不適正な経華処畔
に甲す
る全
庁
調李報告答

(築)

_について |           ヽ

第 1 5回 平成 21年 2月 17日 (火)'午
前9時35分た正午
<選 挙管理委員会垂>

`不適正な経理処理に蘭する全庁調査報告害 (策)

について            、

第 1 6 回 平成 21年 2月 22日 (日)｀

午前 10時宇=年
、<総 務部長室>

・不適正な奪理処理に関する全庁調査報告書 (案)

について              ‐

第 17回 平成 21年 2月 25日 (水) ｀

午前 9時 30分宇午前 10時

′<議 事堂 1階ラ′ウンジ>

全体の格括  、

不適正な経級処理に関する全庁調査報告書 (実)

,こつ いまr                    t


